
ハラスメント相談・通報への対応フロー

一般社団法人グリーンゲイブルズ

更新日：2023年8月15日

被害を実感、もしくは発見したら

相談窓口に相談・苦情を報告

TEL：03-5941-3920 FAX：03-5941-3921

事案にかかる事実関係を迅速かつ正確に確認する

ハラスメント対策責任者に指名された者

①被害者へのヒアリング ②加害者へのヒアリング
③第三者へのヒアリング

（適宜）

事実関係があると判断したら

加害者に対する措置及び被害に対する措置

加害者への

注意勧告及び措置

・注意勧告

・担当者の変更

・２人以上での訪問

・サービスの停止

等

被害者への措置

・対応状況からの説明

・加害者からの謝罪

・関係者と、サービス見直しや

必要な調整を行う

・メンタル的な影響を確認し、

精神的なサポート体制の

確認と対応を検討する

等

事務所の対応

※事案の内容や状況に

応じた対応とする

・被害者と加害者の関係改善

に向けての援助

・報告書の作成

・事案に応じた場所での

報告（行政含む）

等

再発防止に向けた措置

記録

報告書

記録記録


